
　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１． 固定資産の減価償却方法
（１）有形固定資産

 定率法を採用しております。
（２）無形固定資産

 定額法を採用しております。

２． 引当金の計上基準
（１）賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
（２）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額
 に基づき計上しております。
 数理計算上の差異は、その発生年度の費用として処理しております。

３． 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度を適用しております。
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